
入 札 説 明 書 
 

１ 「入札に関する条件」及び「注意事項」 

（１）購入物品名 

① エンジンオイル 

② ギヤオイル 

        ③ ブレーキオイル 

    ④ ベアリンググリス 

    ⑤ クーラント 

    ⑥ シャーシグリス 

    ⑦ アドブルー 

（２）購入物品の規格、予定数量及び納入条件等 

別添、仕様書のとおり 

（３）同等品承認申請書の提出について 

別添仕様書に示す製品ではなく同等品にて入札する場合は、「同等品承認申請書」を郵送又は

持参にて提出し、事前に審査を受けること。 

〔提出場所〕２の（１）の部局 

〔提出期限〕令和８年３月９日 午後５時 

〔提出方法〕製品名及びメーカー名、規格等を明記し、同等品であることを証明 

するメーカー作成の資料（データシート等）を添付すること。 

※ 審査結果は、申請者及び他の入札参加者に対し、令和８年３月１８日の午後５時までに通

知します。 

（４）物品等の納入期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（５）入札日時及び場所 

〔入札日時〕令和８年３月２５日 午前１０時３０分開始 

〔入札場所〕長崎県交通局 本局３階 第２研修室 

開札当日が悪天候（大雨、大雪、台風接近等）等の場合は、開札を延期することもあるので、

事前に２の（１）の部局へ確認すること。 

  【注意事項】 

   ・入札日には、別途郵送する「資格審査結果通知書」を必ず持参してください。通知のない者

の入室は認めません。 

   ・入札日の入室は１社２名までとします。 

（６）入札書の記載方法 

ア 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

イ 前記（１）の物品を品目ごとにそれぞれ入札に付する。入札は１リットル、１キログラム

当たりの単価で行うものとし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100分

の 10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当

する金額を入札書に記載すること。 

ウ 入札金額（首標数字）は訂正することができないこと。 

エ 入札書の提出後は、書き換え、撤回することができないこと。 

オ 入札者が代理人である場合は、入札書には代理人の記名押印が必要であること。 



 

【注意事項】 

・ 入札書は、封かんのうえ封筒に会社名及び入札物件名を記入して提出して下さい。 

・ 入札書を提出する前に、入札金額以外の記載事項について訂正したときは、入札書に使用

する印鑑を訂正箇所に押印して下さい。 

・ 誤算、違算、記載間違いがないよう、十分注意して下さい。 

・ 入札書の宛名は「長崎県交通局長 太田 彰幸」宛として下さい。 

（７）入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 

（ア）入札保証金等は、入札前日までに提出すること。 

（イ）見積もった契約希望金額（消費税及び地方消費税を含む）に予定数量を乗じて得た金額

の 100 分の５以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金が免除され

るものとする。 

・ 保険会社との間に長崎県交通局長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した

とき。 

・ 入札日の前日から前々年度までの間において、長崎県交通局もしくは国、地方公共

団体、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立

行政法人、国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第１項に規定する国立

大学法人又は地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定す

る地方独立行政法人との間に当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約

を２件以上締結し、その内容を証明するものを提出したとき。 

【注意事項】 

・ 入札保証保険期間の終期は、入札日から起算して７日目として下さい。 

イ 契約保証金 

（ア）契約保証金等は、契約書と同時に提出すること。 

（イ）契約金額（消費税及び地方消費税を含む）の 100 分の 10 以上の金額を納付すること。 

ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除されるものとする。 

・ 保険会社との間に長崎県交通局長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

とき。 

・ 入札日の前日から前々年度までの間において、長崎県交通局もしくは国、地方公共

団体、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立

行政法人、国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第１項に規定する国立

大学法人又は地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定す

る地方独立行政法人との間に当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約

の履行完了の実績が２件以上あり、その履行を証明するものを提出したとき。 

（８）入札が代理人である場合の委任状の提出 

入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。 

適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 

（９）入札の無効 

次の入札は無効とする。なお、下記のアからカにより無効となった者は再度の入札に加わるこ

とはできない。 

ア 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 

イ 入札者が法令の規定に違反したとき。 

ウ 入札者が連合して入札したとき。 

エ 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 



オ 入札者が他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をしたとき。 

カ 同等品で入札する者で同等品の承認がなされなかったとき。 

キ 所定の額の入札保証金を納入しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした

入札であるとき。 

ク 入札者が同一事項に対し２以上の入札をしたとき。 

ケ 入札書に入札金額又は入札者名の記名押印がないときなど、入札者の意思表示が確認でき

ないとき。 

コ 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 

サ 入札書の首標金額が訂正されているとき。 

シ その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 

（10）落札者の決定方法 

ア 予定価格の制限範囲内であり、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とするも

のとする。 

イ 落札者となるべき同価格の入札をしたものが２人以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせ、落札者を決定するものとする。 

ウ 品目ごとに落札者を決定する。 

（11）契約書の作成等 

ア 落札通知を受けた日から７日以内に契約締結ができるよう手続きを行い、契約書を提出す

ること。 

イ この調達契約は、世界貿易機構（WTO）協定に揚げる「政府調達に関する協定」の適用を受

けるものではない。 

ウ その他入札及び契約に関する事項については、長崎県交通局契約事務規程の定めるところ

によるものであること。 

（12）競争入札の参加資格 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意

を得ている者は、同条第１項の規定に該当しない者である。 

イ 令和８年度バス用オイル等単価契約に関する令和８年３月２日付け競争入札の参加者の資

格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であるこ

と。 

ウ  本公告の日から入札書受理期限までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けてい

る者又は受けることが明らかである者でないこと。 

エ 本公告の日から入札書受理期限日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力

団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこ

と。 

 

２ その他 

（１）当該契約事務に関する担当部局 

〔住 所〕〒850－0043 長崎市八千代町３－１ 

〔名 称〕長崎県交通局 管理部 総務課（総務班） 

〔電 話〕095－822－5141 

（２）入札資格審査を得るための申請方法等 

ア 申請の時期は、この入札に関する公告の日から令和８年３月１８日までとする。 

イ 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先 

２の（１）の部局 



バス用オイル等仕様書 

１．品目及び製品名、予定数量 

品  目 製 品 名 
購  入 

予定数量 

エンジンオイル 
シェルリムラ R5LE 10W-30(CK-4)または、アポロイル ワー

ルドスペック CK-4 10W-30 
11,400 ℓ 

ギヤオイル シェルゲルコマルチギヤ GL-5 80W-90   6,400 ℓ 

ブレーキオイル 
ネクサスブレーキフルード BF-4または、ショウワブレーキ

フルード BF-4 
   700 ℓ 

ベアリンググリス 
二グループ MP-DX No3または、BESCO ASグリス L-3、 

スミグリス WB №3 
   700 ㎏ 

クーラント 
ネクサスロングライフクーラント（緑）または、ショウワロ

ングライフクーラント（緑） 
1,200 ℓ 

シャーシグリス 
シャーシＬ－２（日本グリース㈱）または、スミグリスシ

ャーシ№1，2 
100 ㎏ 

アドブルー 高品位尿素水（AdBlue○R） 27,000 ℓ 

２．納入場所 

長崎県交通局 中央整備工場及び県内の各営業所 

（１） 中央整備工場  諫早市貝津町１４８１ 

（２） 長崎営業所   長崎市八千代町３－１ 

（３） 東長崎営業所  長崎市平間町４１１－１ 

（４） 長与営業所   西彼杵郡長与町高田郷７２１－２ 

（５） 諫早営業所   諫早市貝津町１４９２－１ 

（６） 大村営業所   大村市松山町４８９－１３ 

３．納入期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

４．納入方法 

ポンピング（専用タンクへ補給）又はドラム缶など、発注時に指定する方法で納入すること。 

５．発注方法 

中央整備工場及び各営業所より必要の都度、ＦＡＸにて発注する。 

６．同等品について 

第１項で示す製品の品質及び性能を上回る製品については、同等品として納入することがで

きるものとする。この場合は、令和８年３月９日（月）午後５時までに同等品承認申請書及び

品質・性能を証明する仕様書等（データシートなど）を提出し、事前に審査を受けること。 

同等品審査結果については、令和８年３月１８日（水）午後５時までにＦＡＸにて申請者及

び他の入札参加予定者に対して通知するものとする。 



入 札 書 

令和   年   月   日 

 

長崎県交通局長 太田 彰幸  様 

 

 

所在地 

商号又は名称 

代表者名                    ○印 

（代理人による入札書の場合は）代理人            ○印 

 

下記のとおり入札します。 

記 

 

品   目 製品名・規格（記入必須） 単位 単  価 

エンジンオイル  ﾘｯﾄﾙ 円 

ギヤオイル  ﾘｯﾄﾙ 円 

ブレーキオイル  ﾘｯﾄﾙ 円 

ベアリンググリス  ㎏ 円 

クーラント  ﾘｯﾄﾙ 円 

シャーシグリス  ㎏ 円 

アドブルー  ﾘｯﾄﾙ 円 

 ※ 単価１ﾘｯﾄﾙ又は１ｷﾛｸﾞﾗﾑ当たりの金額を記入すること。(消費税及び地方消費税は含まない。) 

 

１.入札物件名    令和８年度バス用オイル等単価契約 

２.納入期間     令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

３.納入条件     仕様書による 

４.落札者の決定   品目ごとに落札者を決定する 

 

備 考 １ 入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の１００／１１０に相当する金額（消費税を含まない金額）を記載すること。 

２ 金額はアラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。 



 
入札用封筒記載例 

 

 

 

表  
 

  

 

 

 入札（物件）名 令和８年度バス用オイル等単価契約  

入      札      書  

 

会社名                

氏 名            印   

 

 

 

 

裏  
 

   

 

 

備考 １ 封筒の大きさは標準規格長３を使用すること。  

２ 封かん後、裏面の○に代表者又は代理人印を押印すること。  

 

 

 

 

 

 



委 任 状 

 

令和   年   月   日 

 

長崎県交通局長 太田 彰幸  様 

 

 

委任者 所在地 

商号又は名称 

代表者名               ○印  

 

 

私は、次の者を代理人として定め、下記の入札に関すること及び付帯する一切の権限

を委任いたします。 

 

 

代理人 所在地 

商号又は名称 

氏名                 ○印  

 

 

記 

 

入札（物件）名   令和８年度バス用オイル等単価契約 

 

 

 

 

 

 

（注）代理人の印鑑には、必ず入札書に使用する印鑑と同一のものとすること。 

 



                                                          令和   年   月   日  

 

 

長崎県交通局長  太田  彰幸  様  

 

 

所 在 地 

 

商号又は名称 

 

代表者氏名                            印 

 

 

 

同 等 品 承 認 申 請 書 

 

 

 令和８年度バス用オイル等単価契約の入札に際して、納入しようとする下記の製品は

仕様書に記載されているものと同等以上の製品であることから、同等品として承認いた

だきますようお願いします。  

 

記  

 

１．同等品として証明する製品の名称及び規格等  

 

（１）品名               

 

製品名（正式名称）  メーカー名  規格等  

   

 

（２）品名               

 

製品名（正式名称）  メーカー名  規格等  

   

 

２．その他  

・申請する製品のデータシートを併せて提出すること。  

・一定期間トライアル実施後の判定になります。（製品無償提供）  

      （トライアルについては、中央整備工場担当と協議） 


